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改正道路運送法等の施行に伴う登録免許税手続きの追加について

平成１８年１０月１日をもって施行される改正道路運送法（以下「改正法」とい

う ）及び改正法に伴う登録免許税法の改正により、改正法第７９条の自家用有償。

旅客運送者の登録及び同法第７９条の７第１項の変更登録（財務省令で定めるもの

に限る ）が、新たに登録免許税の課税対象となります （市町村が運送主体とな。 。

る「市町村運営有償運送」を除く ）。

本件につきましては 「登録免許税の納付等に係る事務の取扱いについて （平、 」

成１８年４月１日付国自総第５５８号・国自旅第２６７号・国自貨第１１９号・国

自整第１３５号各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あて自動車交通局長通達、以下

「通達」という ）に基づき、下記のとおり取り扱うよう、よろしくお願いいたし。

ます。

記

○納付の通知等

所管の運輸支局等においては、課税される登録処分に係る登録免許税納付の

通知について、改正道路運送法施行規則（以下「改正規則」という ）第５１。

条の６及び同規則第５１条の１１第３項の規定に基づく登録証の交付に併せ、

通達に則り行うこととする。

、 、 、また 納付額が不足又は過大であった場合も 通達に則り取り扱うこととし

報告及び関係書類の保存についても同様とする。



○市町村合併により市町村自体が拡大した後に、合併前に登録を受けた自家用有

償旅客運送者が、区域の増加に係る変更登録を受けようとする場合

増加する区域が合併後の市町村の範囲内であるときは、登録免許税は課税さ

れないので注意すること。

また、改正前の道路運送法第８０条第１項の規定により許可を受け、改正法

施行により同法第７９条の登録を受けたものとみなされる者の場合も、同様で

ある。

（参考別添）

登録免許税の課税対象一覧となる登録等（自動車交通局所管、平成１８年１０

月１日現在）



（参考）登録免許税の課税対象となる登録等（自動車交通局が所管するもの

のうち、自動車の抵当権の登録に係るものを除く）

平成１８年１０月１日現在

登 録 等 権限またはそ 登録免許税法 税 率
（ ）の委任 税 額

道路運送法（昭和２６年法律第１ 大 臣 法別表第一 15万円
８３号）第４７条第１項の自動車 第１２１号
道事業の免許
自動車ターミナル法（昭和３４年 大 臣 法別表第一 9万円
法律第１３６号）第３条の自動車 第１２３号
ターミナルの許可
道路運送車両法（昭和２６年法律 地方運輸局長 法別表第一 １種9万円
第１８５号）第９４条第１項の優 第１２４号(一) ２種6万円
良自動車整備事業者の認定 特殊3万円
道路運送車両法第７条第４項の登 大 臣 法別表第一 9万円
録情報処理機関の登録 第１２４号(二)
道路運送法第４条第１項の一般旅 一部を除き、 法別表第一 乗合9万円
客自動車運送事業の許可 地方運輸局長 第１２５号(一) 貸切9万円

に委任 乗用3万円
（個ﾀｸは

）1万5千円
道路運送法第１５条第１項の規定 一部を除き、 法別表第一 乗合･貸切
による事業計画の変更認可のう 地方運輸局長 第１２５号(二) 1万5千円
ち、路線または営業区域の増加に に委任 乗用5千円
係る認可で、財務省令で定めるも
の
道路運送法第４３条第１項の特定 地方運輸局長 法別表第一 3万円
旅客自動車運送事業の許可 に委任 第１２５号(三)
貨物自動車運送事業法（平成元年 一部を除き、 法別表第一 12万円
法律第８３号）第３条の一般貨物 地方運輸局長 第１２５号(四)
自動車運送事業の許可 に委任
貨物自動車運送事業法第３５条第 地方運輸局長 法別表第一 6万円
１項の特定貨物自動車運送事業の に委任 第１２５号(五)
許可
道路運送法第７９条の規定による 運輸支局長に 法別表第一 1万5千円
自家用有償旅客運送者の登録 委任 第１２５号の２

（一）
道路運送法第７９条の７の規定に 運輸支局長に 法別表第一 3千円
よる自家用有償旅客運送者の変更 委任 第１２５号の２
登録（財務省令で定めるものに限 （二）
る ）。

＊道路運送法第８０条第１項の規 運輸支局長に 法別表第一 9万円
定による自家用自動車の貸渡しの 委任 第１２６号
事業の許可（政令で定めるものを
除く ）。

＊道路運送法改正により、項番号に変更があったもの


